
社会福祉法人

南城市社会福祉協議会　会長　　殿

所　在　地

①詳しい事業説明が必要な場合は個別に対応いたします。

②応募地域数が8地域以上あれば、指定地域として決定できない場合があります。

③指定地域として決定となりましたら、社協職員が年間計画等の調整にお伺いいたします。

　　★地域支え合い委員会（開催頻度については、地域と調整する）　年間６回以上

※ 開催日時等につきましては、地域と調整の上計画していきたいと思いますので、公民館の利用に

ついて、ご協力をよろしくお願いします。

　　　  　      　６月   １日（月） 事  業  開  始

　★★★　地域公民館利用について（お願い）★★★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社協コミュニティソーシャルワーカーの参加については年6回まで）

　　   　    ～　5月22日（金） 調査表・助成金請求書等提出期限

　　   　    ～　5月29日（金）　　　　 地域支え合い委員会の開催日等調整

　　5月29日（金） 助　成　金　振　込

　　  　　　　　 　５月　 7日（木） 指定地域決定通知発送

助成金額 金額　４０，０００円（年）

事業調整等連絡先

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職

　住所

　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　E-mail

　●募集から事業開始までの流れ

     令和8年４月30日（木）　　 申請受付締切

自治会（区）長名 　                      　  　　　　　　　　   印

事  業  名 ゆいハート地域づくり事業

指定期間 令和8年4月1日　～　令和10年3月31日

（様式第1号） 令和　 8　 年　　　　　月　　　　　日

ゆいハート地域づくり事業申請書

自治会（区）名


